
 

 

議案第１０８号     字の区域の変更について  
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第５４条第４項の規定による県営畑地帯総合整備事業茂畑地区につい

ての換地処分の公告があった日の翌日から本市内の字の区域を別紙のとおり変更する。   令和２年２月２１日提出  
静岡市長  田 辺 信 宏     



 

 

別紙 
１ 大字茂畑に編入し小字を廃止する区域   大字杉山字後山４９１の２の一部、４９１の３の一部、４９１の７の一部、４９２の４の
一部、４９４の１、４９４の６、４９４の８から４９４の１０まで、４９７、４９８の一部、

４９９、５００の１、５００の２、５０１の１の一部、５０１の２、５０１の４から５０１

の７まで及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である公有地の全部、字寺之上５０４

の３の一部、５０４の５の一部、５０６の１の一部、５０６の２、５０９の８の一部、字大

久保５４０の２の一部、５４１の１の一部、５４１の２の一部、５４２の１の１の一部、５

４２の１の２の一部、５４２の５の一部、５４３の１、５４３の２、５４４の１から５４４

の３までの各一部、５４５の一部、５４８の４の一部、５４８の８の一部、５５０の２の一

部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である公有地の全部、字足沢９００の１０の

一部、字青木９３６の２の一部、９３８の２の一部、９３９の３の一部、９４２の５、９４

２の６の一部、９４２の７の一部、９４３の２の一部及びこれらの区域に介在する道路であ

る公有地の全部、字塚畑９４４の一部、９４５の一部、９５０の１の一部、９５２の一部、

９５３の一部、９７８の６の一部及びこれらの区域に介在する道路である公有地の全部、字

外山１１４８の３の一部、１１４９の２の一部及びこれらの区域に隣接介在する水路である

公有地の全部  
２ 大字杉山に編入し小字を廃止する区域   大字茂畑字池ノ沢８０の６の一部、８３の一部、８５の１の一部、８５の４の一部、８６
の１の一部、８７の一部、８９の一部、９０の１の一部、９０の２及びこれらの区域に隣接

する水路である公有地の全部、字横道３７６の１の一部、３７６の２の一部、３７６の３、

３７６の５、３７７の１の一部、３７７の２の一部、３７８の１の一部、３７８の１の２の

一部、３７９の４の一部、３７９の９の一部、３７９の１０、３７９の１４の一部、３７９

の１９の一部、字仲村４３３の１の一部、４３６の１の一部、４３７の一部、４３８の１の

一部、４８５の一部、４８７の一部、４８８の一部、４８９の１の一部、４８９の２の一部、

４９０、４９１の１の一部及びこれらの区域に介在する水路である公有地の全部、字西側５

１４から５１７までの各一部、５１８の１、５１８の２、５１９から５２１まで、５２２の

３の一部、５２２の４の一部、５２７の２の一部、５２８の３の一部、５２８の４の一部、

５２９から５３１まで、５３２の一部、５３３の２の一部、５３４の１の一部、５３４の２、

５３４の３、５３５、５３６、５３７の一部、５３８の一部、５３９、５４０の一部及びこ



 

 

れらの区域に隣接介在する道路、水路である公有地の全部  
３ 小字を廃止する区域   大字杉山字子ノ神４４０の６から４４０の８まで、字後山４８９の２、４８９の３、４９
０の４から４９０の６まで、４９１の２の一部、４９１の３の一部、４９１の６、４９１の

７の一部、４９２の１、４９２の３、４９２の４の一部、４９８の一部、５０１の１の一部、

５０１の３及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である公有地の全部、字寺之上５０

２の１、５０３、５０４の３の一部、５０４の４、５０４の５の一部、５０５、５０６の１

の一部、５０７の３から５０７の５まで、５０９の７、５０９の８の一部及びこれらの区域

に隣接する道路である公有地の全部、字大久保５３２の３、５３３の２、５３４の４から５

３４の６まで、５３５の４、５３５の６、５３７の２、５３８の４から５３８の６まで、５

３９の１１から５３９の１５まで、５４０の１、５４０の２の一部、５４１の１の一部、５

４１の２の一部、５４２の１の１の一部、５４２の１の２の一部、５４２の４、５４２の５

の一部、５４４の１から５４４の３の各一部、５４５の一部、５４６、５４８の２、５４８

の４の一部、５４８の８の一部、５４８の９、５４９の２、５４９の３、５５０の２の一部

及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である公有地の全部、字足沢９００の２、９０

０の７、９００の９、９００の１０の一部、９００の１１から９００の１３まで及びこれら

の区域に介在する道路である公有地の全部、字青木９２７の１４、９２７の１６、９３３の

２、９３４の２、９３５の３、９３５の４、９３６の２の一部、９３８の２の一部、９３９

の３の一部、９４２の６の一部、９４２の７の一部、９４３の２の一部、字塚畑９４４の一

部、９４５の一部、９４６の３、９４６の４、９４８の２、９４９の１、９４９の７、９５

０の１の一部、９５０の２、９５１、９５２の一部、９５３の一部、９５４、９５５、９５

６の１、９５６の２、９５７の１、９５７の２、９５８の１、９５８の２、９５９の１、９

５９の２、９６０の２、９６１の２、９７８の６の一部及びこれらの区域に隣接介在する道

路である公有地の全部、字桜株１０８１の７、１０８１の１０、１０８１の１４、１０８１

の１５、１０８３の１の１、１０８３の８、１０８３の９、１０８３の１１から１０８３の

１４まで、１０８５の１から１０８５の３まで、１０８７の４、１０８８の２、１０９１の

４、１０９１の５、１０９９の３、１０９９の５、１１００の２、１１０１の１、１１０１

の２、１１０２の１から１１０２の９まで、１１０３、１１０４、１１０５の１、１１０５

の２、１１０６、１１０７、１１０８の１、１１０８の２、１１０９、１１１０の１、１１

１０の２、１１１１の１の１、１１１１の１の２、１１１１の２、１１１２の１、１１１２



 

 

の５から１１１２の８まで、１１１２の１０、１１１２の１１、１１１２の１３から１１１

２の１７まで、１１１３、１１１４の１から１１１４の３まで、１１１５、１１１６、１１

１８、１１１９の１、１１１９の２、１１２０、１１２１の１、１１２１の２、１１２２、

１１２３、１１２４の１から１１２４の３まで及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路

である公有地の全部、字外山１１２５、１１２６、１１２７の１、１１２７の３、１１２７

の４、１１２７の６から１１２７の８まで、１１２８の２、１１３５の２、１１３６の２、

１１３７の４、１１３７の７、１１３８の３、１１３８の４、１１３９の２、１１４０、１

１４１の２、１１４３の２、１１４３の３、１１４４の２、１１４５の２、１１４７の２、

１１４８の３の一部、１１４９の２の一部、１１５２の３、１１５７の２、１１５８の２、

１１５９の５及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である公有地の全部、大字茂畑字

池ノ沢７８の９、８０の１から８０の５まで、８０の６の一部、８０の７、８１の１から８

１の３まで、８２の１から８２の４まで、８３の一部、８４、８５の１の一部、８５の２、

８５の３、８５の４の一部、８６の１の一部、８６の２、８７の一部、８９の一部、９０の

１の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である公有地の全部、字大久保９１、

９２の１、９２の２、９３、９４の１、９４の２、９５の１、９５の２、９６、９７の１か

ら９７の３まで、９８の１、９８の２、９９、１００の１から１００の３まで、１０１の１、

１０１の２、１０２の１、１０２の２、１０３の２から１０３の４まで、１０４の１、１０

４の２、１０５の２、１０６の１、１０６の２、１０７から１０９まで、１１１の１、１１

１の３、１５４、１５５の１、１５５の２、１５８、１５９の１から１５９の４まで及びこ

れらの区域に隣接する道路である公有地の全部、字二本松１６０、１６１の１、１６１の２

及びこれらの区域に隣接する道路である公有地の全部、字小谷津３３２の１、３３２の１の

１２、３３２の２から３３２の６まで、３３２の８、３３２の９、３３２の１１から３３２

の１４まで、３３２の１６、３３２の１７、３３２の１９、３３２の２０、３３２の２２か

ら３３２の２７まで、字横道３６８の２４、３６８の３１、３６８の３２、３６８の３４か

ら３６８の３９まで、３６９の２、３７０の２、３７１の２、３７１の３、３７２の３から

３７２の６まで、３７３の２、３７３の３、３７４の１から３７４の３まで、３７５の１、

３７５の２、３７６の１の一部、３７６の２の一部、３７６の４、３７７の１の一部、３７

７の２の一部、３７８の１の一部、３７８の１の２の一部、３７８の２から３７８の４まで、

３７９の１、３７９の３、３７９の４の一部、３７９の５、３７９の７、３７９の８、３７

９の９の一部、３７９の１１から３７９の１３まで、３７９の１４の一部、３７９の１５か

ら３７９の１８まで、３７９の１９の一部、３７９の２０から３７９の２４まで、３８０の



 

 

１の１から３８０の１の１９まで、３８０の２、３８１の１、３８１の２、３８２の１、３

８２の２、３８３の１から３８３の３まで、３８４の２、３８４の３、３８５の３から３８

５の５まで、３８５の７、３８５の９、３８６の２、３８７の８、３８７の１１、３８７の

１６、３８７の１８、３８７の２０、３８７の２６、３８７の２９、３８７の３１、３８７

の３３、３８７の３５、３８８の４、３８９の１、３８９の２の１、３８９の２の２、３９

０の３、３９０の４、３９２の５、３９２の７、３９４、３９５の２、３９５の３、３９６

の２、３９６の３、３９７の１から３９７の１６まで、３９８の１、３９８の２、３９９の

１、３９９の２及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である公有地の全部、字仲村４

００、４０１、４０２の１から４０２の５まで、４０３、４０４の３、４０５の１、４０５

の２、４０６の２から４０６の４まで、４０７の２から４０７の４、４０８の１、４０８の

２、４０９の２、４１０の１の３、４１０の２の２、４１０の４、４１０の５、４１０の７、

４１０の９、４１０の１１、４１１、４１２の１、４１２の２、４１４の１から４１４の３

まで、４１５、４１７の１、４１７の２、４１８、４１９、４２０の１から４２０の４、４

２１の１から４２１の７まで、４２２の１、４２２の２、４２３から４２８まで、４２９の

１から４２９の３まで、４３０の１の１、４３０の１の２、４３０の２、４３１、４３３の

１の一部、４３３の２、４３６の１の一部、４３６の２、４３７の一部、４３８の１の一部、

４３８の２、４３９、４４０、４４１の１、４４１の２、４４２の１、４４２の２、４４３

の１、４４３の２、４４４の１から４４４の３まで、４４６から４４８まで、４４９の１、

４４９の２、４５０から４５３まで、４５４の１、４５４の２の１、４５４の２の２、４５

４の３、４５４の４、４５５、４５６の１、４５６の５、４５８の１から４５８の４まで、

４５９の１、４５９の２、４６０の１から４６０の４まで、４６１の１の１から４６１の１

の３まで、４６１の２、４６１の３、４６１の５、４６１の６、４６２の２、４６３の１、

４６３の２、４６４、４６５の２、４６６、４６７、４６８の１から４６８の５まで、４６

９の１、４６９の２、４７０の１、４７０の２、４７１の２、４７１の３、４７２の３、４

７２の４、４７３の２、４７４、４７５の１、４７５の２、４７６の１から４７６の４まで、

４７７、４７８の１、４７８の２、４７９から４８４まで、４８５の一部、４８６、４８７

の一部、４８８の一部、４８９の１の一部、４８９の２の一部、４９１の１の一部、４９１

の３及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である公有地の全部、字西側４９５、４９

６、４９７の１、４９７の２、４９８の１、４９８の２、４９９、５００、５０１の１から

５０１の３まで、５０２、５０３、５０４の１、５０４の２、５０５から５１１まで、５１

２の１、５１２の２の１、５１４から５１７までの各一部、５２２の３の一部、５２２の４



 

 

の一部、５２３の２、５２４の２、５２６の２、５２７の２の一部、５２８の３の一部、５

２８の４の一部、５３２の一部、５３３の２の一部、５３４の１の一部、５３７の一部、５

３８の一部、５４０の一部、５４１の２、５４２の３、５４２の４、５４３の３、５４４の

２、５４５の２、５４６の２、５４７、５４８、５４９の１の１、５４９の１の２、５４９

の３、５５０の２、５５２の２、５５３から５５５まで、５５６の３、５５６の４、５５７

の１、５５７の２、５５８から５６１まで、５６２の１、５６３の３、５６３の４、５６４

の３、５６５から５６９まで、５７０の１、５７０の２、５７１、５７２、５７３の３、５

７３の４、５７３の６、５７４の３から５７４の６まで、５７５の１から５７５の４まで、

５７６、５７７、５７８の２、５７８の３、５７９、５８０の２、５８１の２、５８２の３、

５８２の４、５８３の２及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である公有地の全部、

字釜沢５８６の７、５８６の８、５９１の１、５９７の３、５９７の４、字国木立８０２の

３、字明荷島８３７の４、８３８の４、８４０の２及びこれらの区域に隣接介在する水路で

ある公有地の全部  
上記地番は、令和元年８月６日現在の登記簿による。 


